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昭和45年５月25日付直法４Þ25ほか１課共同「「耐用年数の適用等に関する取扱通達」の制定について」（法令解釈通達）のうち「改正前」欄に掲げるものをそれぞれ

「改正後」欄のように改める。
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改 正 後 改 正 前

ËJ?L�  ÆÐzÏÌ （新 設）

7Þ<Þ; 7 法人が、いわゆるＬＡＮ設備について、同時に一括して取得

及び更新が行われるものとして、これを構成する個々の減価償却資産の全体

を一の減価償却資産として６年の耐用年数により償却費の計算を行っている

場合には、これを認める。

(注) ＬＡＮ設備を構成する個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う場

合には、その耐用年数はおおむね次のようになる。

個々の減価償却資産 耐用年数 「種類」「構造又は用途」「細目」

サーバー ６年 「器具及び備品」「事務機器及び通信
機器」「電子計算機」

���´´upペ²´}¶}��¦£ ５年 「無形減価償却資産」「ソフトウエア
hプ°w´}¶��� 」「その他のもの」

�ブ£±´�´£°ピ´�´£LANボ´ド 10年 「器具及び備品」「事務機器及び通信
機器」「電話設備その他の通信機器」
「その他のもの」

端末機 ６年 「器具及び備品」「事務機器及び通信
機器」「電子計算機」

プリンター ５年 「器具及び備品」「事務機器及び通信
機器」「その他の事務機器」

�j��ベhw´ブ±£同軸w´ブ± 18年 「建物附属設備」「前掲のもの以外の
もの及び前掲の区分によらないもの」
「主として金属製のもの」



光ケーブル 10年 「建物附属設備」「前掲のもの以外の
もの及び前掲の区分によらないもの」
「その他のもの」
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改 正 後 改 正 前

Ë»ö¹©�vÌ （新 設）

法人が、ＬＡＮ設備を構成する個々の減価償却資産の全体を一の減価償却

資産として償却費の計算を行っている場合において、その後の事業年度にお

いて、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資

産に合理的に配賦して、当該個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う

方法に変更したときは、これを認める。

(注) ＬＡＮ設備を構成する個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行って

いる場合には、これを一の減価償却資産として償却費の計算を行う方法に

変更することは認められないのであるから、留意する。
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耐用年数 3 24 34 38 43 耐用年数 3 24 34 38 43

償却率 0.536 0.092 0.066 0.059 0.052 償却率 0.536 0.092 0.066 0.059 0.052
経過年数 経過年数

1 年 0.464 0.909 0.935 0.941 0.948 1 年 0.464 0.908 0.934 0.941 0.948



2 0.215 0.825 0.873 0.886 0.898 2 0.215 0.825 0.873 0.886 0.898

3 0.100 0.750 0.816 0.834 0.852 3 0.100 0.750 0.816 0.834 0.852

4 0.681 0.763 0.785 0.807 4 0.681 0.763 0.785 0.807

5 0.619 0.713 0.739 0.765 5 0.619 0.713 0.739 0.765

6 0.562 0.666 0.695 0.725 6 0.562 0.666 0.695 0.725

7 0.511 0.622 0.654 0.687 7 0.511 0.622 0.654 0.687

8 0.464 0.582 0.616 0.652 8 0.464 0.582 0.616 0.652

9 0.422 0.544 0.580 0.618 9 0.422 0.542 0.580 0.618

10 0.383 0.508 0.546 0.585 10 0.383 0.508 0.546 0.585

11 0.348 0.475 0.513 0.555 11 0.348 0.475 0.514 0.555

12 0.316 0.444 0.483 0.526 12 0.316 0.444 0.483 0.526

13 0.287 0.415 0.455 0.499 13 0.287 0.415 0.455 0.499

14 0.261 0.387 0.428 0.473 14 0.261 0.387 0.428 0.473

15 0.237 0.362 0.403 0.448 15 0.237 0.362 0.403 0.448

16 0.215 0.338 0.379 0.425 16 0.215 0.338 0.379 0.425

17 0.196 0.316 0.357 0.402 17 0.196 0.316 0.357 0.402

18 0.178 0.296 0.336 0.381 18 0.178 0.296 0.336 0.381

19 0.162 0.276 0.316 0.362 19 0.162 0.276 0.316 0.362

20 0.147 0.258 0.298 0.343 20 0.147 0.258 0.298 0.343

21 0.133 0.241 0.280 0.325 21 0.133 0.241 0.280 0.325

22 0.121 0.225 0.264 0.308 22 0.121 0.225 0.264 0.308

23 0.110 0.211 0.248 0.292 23 0.110 0.211 0.248 0.292

24 0.100 0.197 0.234 0.277 24 0.100 0.197 0.234 0.277

25 0.184 0.220 0.262 25 0.184 0.220 0.262

26 0.172 0.207 0.249 26 0.172 0.207 0.249

27 0.161 0.195 0.236 27 0.161 0.195 0.236

28 0.150 0.183 0.223 28 0.150 0.183 0.223

29 0.140 0.172 0.212 29 0.140 0.173 0.212

30 0.131 0.162 0.201 30 0.131 0.162 0.201

31 0.123 0.153 0.190 31 0.123 0.153 0.190



32 0.115 0.144 0.180 32 0.115 0.144 0.180

33 0.107 0.135 0.171 33 0.107 0.135 0.171

34 0.100 0.127 0.162 34 0.100 0.127 0.162

35 0.120 0.153 35 0.120 0.153

36 0.113 0.145 36 0.113 0.145

37 0.106 0.138 37 0.106 0.138

38 0.100 0.131 38 0.100 0.131

39 0.124 39 0.124

40 0.117 40 0.117

41 0.111 41 0.111

42 0.106 42 0.105

43 0.100 43 0.100

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50


